
主な修正点 

修正箇所 修正後 修正前 修正理由 

１ 

【２３ページ】 

「  (5) 安心して地域生

活を送るための仕組み

づくりの推進」の「イ 

安心して生活できる環

境づくり」の３段落目 

「強度行動障害を有する人への支援につ

いては、行動関連項目等を参考にして、ニ

ーズの把握に努めます。また、重度障害に

対応した施設の整備の必要性も高いこと

から、事業所支援の在り方について検討し

ていきます。」 

「強度行動障害を有する人への支援につ

いては、行動関連項目等を参考にして、ニ

ーズの把握や支援体制の整備を検討して

いきます。」 

東京都からの助言を

踏まえて、重度障害

に対応した施設の整

備が必要であること

を明確にするため、

追記したものです。 

２ 

【２５ページ】 

「 (6) 障害のある児童へ

の支援の充実」の「イ 乳

幼児期から学齢期までの

切れ目のない支援体制の

構築」の関連サービス 

「障害児福祉計画 ３(1)見込量の(1)児童発

達支援、(2)医療型児童発達支援、(6)障害児

相談支援」 

「障害児福祉計画 ３(1)児童発達支援、(2) 

医療型児童発達支援」 

パブリック・コメント

手続における意見を

踏まえて、障害児相談

支援が関連するサー

ビスであることを明

確にするため、追記し

たものです。 

３ 

【３２ページ】 

「(2) 精神障害にも対応

した地域包括ケアシステ

ムの構築」の２段落目 

「目標は東京都が設定します。本市では、

精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テムの構築に向けた検討を進めるととも

に、退院後の生活基盤として、精神障害の

ある方等を対象とした障害福祉サービス

（地域移行支援、共同生活援助（グループ

ホーム）、地域定着支援、自立生活援助、自

立訓練（生活訓練））の確保に取り組みま

す。」 

「国の指針を踏まえて、本市では次のとお

り成果目標を設定します。」 

【表の削除】 

東京都が各市区町村

の目標を設定するた

め、修正したもので

す。 

資料６ 



４ 

【５６ページ】 

「(2) 主に重症心身障害

児を支援する児童発達支

援事業所及び放課後等デ

イサービス事業所の確

保」の２段落目 

「本市では、既に主に重症心身障害児を支

援する児童発達支援事業所及び放課後等

デイサービス事業所共に確保されていま

すが、今後も重度障害に対応した施設の整

備の必要性が高いことを踏まえて、更に充

実されるように努めます。」 

「本市では、既に主に重症心身障害児を支

援する児童発達支援事業所及び放課後等

デイサービス事業所共に確保されていま

すが、今後も充実されるように努めます。」 

東京都からの助言を

踏まえて、重度障害に

対応した施設の整備

が必要であることを

明確にするため、追記

したものです。 

５ 

【５８ページ】 

「(5) 放課後等デイサー

ビス」の欄 

「サービス量 

令和６年度 ７，３６７ 

令和７年度 ７，７７１ 

令和８年度 ８，１９７ 

実利用者数 

令和６年度   ６０８ 

令和７年度   ６４１ 

令和８年度   ６７５」 

「サービス量 

令和６年度 ７，２８４ 

令和７年度 ７，６８８ 

令和８年度 ８，１１４ 

実利用者数 

令和６年度   ５８８ 

令和７年度   ６２１ 

令和８年度   ６５５」 

パブリック・コメント

手続における意見を

踏まえて、過去の実績

からの伸び率と実績

に加えて、支援の現場

における地域の実情

を考慮し、より充実し

たサービスを目指す

ため、修正したもので

す。 

６ 

【６２ページ】 

「２ 検討経過」 

「開 催 日 令和５年１２月１４日 

 会 議 等 令和５年度第４回府中市障

害者計画推進協議会 

検討内容 ・進行管理について」 

 直近の会議内容を追

記したものです。 

 


